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企業の奨学金返還支援(代理返還)制度
～ 令和3年4月1日変更～

特定社会保険労務士 中島康之

日本学生支援機構の貸与奨学金（第一種奨学金・第二種奨学金）を受けていた社員に対して返還額の
一部又は全額を支援する取組について、これまでは各企業から社員の方に直接支援する方法のみで
したが、企業から日本学生支援機構に直接送金することを可能とします。

企業による奨学金返還支援（代理返還）

本制度を利用する場合（企業から機構へ直接送金すること）の課税関係

【お問い合わせ】以下の連絡先に直接お問い合わせください。
独立行政法人日本学生支援機構奨学事業戦略部 奨学事業戦略課 総務係

連絡先：03-6743-6029

留意点
（１）「奨学金返還証明書」は、返還支援対象者からの申請によってのみ発行します。
（２）割賦額の一部を支援（例えば毎月1万円の月賦返還について毎月5千円を企業から機構に送金）する、
又は、返還支援の要件（例えば5年以上の勤務等）を満たすまで返還を猶予する等、機構における債権管
理が複雑になる、又は、現行制度の枠内での実施が困難な方策には対応できない場合があります。他

独立行政法人日本学生支援機構ホームページより


